
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 4月から、 
 

古紙、古着、小型金属・スプレー缶の回収日は 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収時間をお守りください。 

時間以外の回収は出来ません。 
深草エコまちステーション 

古紙、古着、小型金属・スプレー缶の回収について 

9:00 ～ 12:00 



 

 

 

 

 

回収品目 ○回収できるもの（一例） ×回収できないもの（一例） 

古紙 ○新聞紙 ○ダンボール ×汚れたもの ×圧着はがき 

×コーティングされているもの 

（金、銀、フィルム、ワックスなど） 

×ティッシュペーパー ×写真 

×キッチンペーパー ×紙おむつ 

×感熱紙（レシート、ファックス用紙など） 

×カーボン紙（配送伝票、領収書など） 

×糊付ラベルや糊付ステッカー 

×匂いのついた紙（洗剤や線香の箱など） 

雑がみ 

 

 

 

新聞紙、ダンボール、紙パック 

以外の紙製品のこと。 

★具体的には… 

○雑誌・書籍 ○包装紙 

○パンフレットなどの印刷物 

○紙箱 ○台紙 ○紙袋 

トイレットペーパー等の紙芯 

○封筒・はがき 

古着類 ○着物 ○浴衣 ○ダウンジャケット

○デニム ○スカート ○タオル 

○ベビー服 ○子ども服 ○下着 

○はんてん ○セーター ○帽子 

○スーツ ○ネクタイ ○シーツ 

○毛布 ○手ぬぐい ○ハンカチ 

○布団カバー ○枕カバー ○靴下 

×濡れたもの ×汚れたもの 

×布団 ×枕 ×カッパ ×帯 

×ぬいぐるみ ×ベッドマット 

×カーテン ×じゅうたん 

×カーペット ×靴・スリッパ 

×ぞうきん ×足ふきマット 

×便座カバー ×電気毛布 

×仕立てくず ×ストッキング 

×こたつの下敷き ×革製品 

×ペット用に使用した毛布 

小型金属 

スプレー缶 
〇概ね 30cm以下の金属類のもの 

〇中身を使いきったもの 
×中身の入ったスプレー缶 

この印刷物が不要になれば「雑がみ」として古紙回収等へ！ 


